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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月19日(2020.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　次式の化合物：
【化１】

またはその薬学的に許容される塩。
【請求項２】
　化合物が、式
【化２】

の化合物である、請求項１記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項３】
　化合物が、式

【化３】

の化合物である、請求項１記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項４】
　請求項１または２記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩、および薬学的に許
容される担体を含む組成物。
【請求項５】
　請求項１または２記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩、および薬学的に許
容される担体を含む、ＨＤＡＣ活性を阻害するための組成物。
【請求項６】
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　請求項１または２記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩、および薬学的に許
容される担体を含む、神経学的障害、記憶もしくは認知機能障害または機能障害、学習消
去障害、真菌性疾患もしくは感染、炎症性疾患、血液疾患、精神障害、および新生物性疾
患から選択される状態を治療するための組成物。
【請求項７】
　前記状態が、
ａ．アルツハイマー病、ハンチントン病、発作による記憶喪失、統合失調症、ルビンスタ
インテイビー症候群、レット症候群、うつ病、脆弱性Ｘ、レビー小体型認知症、血管性認
知症、前頭側頭葉変性症（前頭側頭型認知症、ＦＴＤ）、ＦＴＤ－ＧＲＮ、ＡＤＨＤ、失
読症、双極性障害ならびに自閉症、外傷性頭部損傷、注意欠陥障害、不安障害、条件付き
恐怖応答、パニック障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、恐怖症、
社交不安障害、物質依存の回復、加齢関連性記憶障害（ＡＡＭＩ）、加齢関連性認知機能
低下（ＡＲＣＤ）、運動失調症、パーキンソン病、もしくはパーキンソン病型認知症に関
連する社会的障害、認知障害および学習障害に関連する認知機能障害または機能障害；ま
たは
ｂ．急性骨髄性白血病、急性前骨髄球性白血病、急性リンパ芽球性白血病、慢性骨髄性白
血病、骨髄異形成症候群、および鎌状赤血球貧血から選択される血液疾患；または
ｃ．新生物性疾患；または
ｄ．恐怖消去および心的外傷後ストレス障害から選択される学習消去障害
である、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記状態が、アルツハイマー病、ハンチントン病、前頭側頭型認知症、フリードライヒ
失調症、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、パーキンソン病、または物質依存の回復
である、請求項７に記載の組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　本出願全体において引用されたすべての参考文献（参考文献、発行された特許、公開特
許出願、および同時係属中の特許出願など）の内容は、参照によりその全体が本明細書に
明確に組み込まれる。他に定義されない限り、本明細書で使用されるすべての技術的およ
び科学的用語は、当業者に一般的に知られている意味に一致する。
　発明の態様
［態様１］次式の化合物：
【化４】

またはその薬学的に許容される塩。
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［態様２］態様１記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩、および薬学的に許容
される担体を含む組成物。
［態様３］対象においてＨＤＡＣ活性を阻害する方法であって、有効量の態様１に記載の
化合物もしくはその薬学的に許容される塩、または態様２に記載の組成物をそれを必要と
する前記対象に投与する工程を含む、方法。
［態様４］神経学的障害、記憶もしくは認知機能障害または機能障害、学習消去障害、真
菌性疾患もしくは感染、炎症性疾患、血液疾患、精神障害、および新生物性疾患から選択
される対象における状態を治療する方法であって、有効量の態様１に記載の化合物、また
はその薬学的に許容される塩、または態様２に記載の組成物をそれを必要とする前記対象
に投与することを含む、方法。
［態様５］前記状態が、
ａ．アルツハイマー病、ハンチントン病、発作による記憶喪失、統合失調症、ルビンスタ
インテイビー症候群、レット症候群、うつ病、脆弱性Ｘ、レビー小体型認知症、血管性認
知症、前頭側頭葉変性症（前頭側頭型認知症、ＦＴＤ）、ＦＴＤ－ＧＲＮ、ＡＤＨＤ、失
読症、双極性障害ならびに自閉症、外傷性頭部損傷、注意欠陥障害、不安障害、条件付き
恐怖応答、パニック障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、恐怖症、
社交不安障害、物質依存の回復、加齢関連性記憶障害（ＡＡＭＩ）、加齢関連性認知機能
低下（ＡＲＣＤ）、運動失調症、パーキンソン病、もしくはパーキンソン病型認知症に関
連する社会的障害、認知障害および学習障害に関連する認知機能障害または機能障害；ま
たは
ｂ．急性骨髄性白血病、急性前骨髄球性白血病、急性リンパ芽球性白血病、慢性骨髄性白
血病、骨髄異形成症候群、および鎌状赤血球貧血から選択される血液疾患；または
ｃ．新生物性疾患；または
ｄ．恐怖消去および心的外傷後ストレス障害から選択される学習消去障害
である、態様４に記載の方法。
［態様６］前記状態が、アルツハイマー病、ハンチントン病、前頭側頭型認知症、フリー
ドライヒ失調症、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、パーキンソン病、または物質依
存の回復である、態様５に記載の方法。
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